
平成１８年度１２月補正予算案主要事項説明

教育委員会

いじめ問題相談体制充実費事 業 名

予 算 額 ２，０００千円 新 規新規・継続の別

１ 目 的

児童生徒がいじめによって自ら命を絶つ事件が全国で相次い
事業内容 でいる中、教員の対応力向上によるいじめの早期発見・早期対

応体制の整備を推進する。
目 的

対 象
２ 事業概要

方 法 等
(1) カウンセリング・マインド養成研修の実施

全校の生徒指導担当の中核を為す教員を対象に、カウンセ
リング・マインドの養成研修を実施

・実施方法：専門家を講師に招き、校種別に実施

(2) 教員向け相談体制の充実

臨床心理士等による教員向けの巡回相談を実施

・設置場所：総合教育センター：週２回
北部研修所：週１回

・実施方法：臨床心理士等を総合教育センター及び北部研
修所に巡回させ、教員向けの相談体制を充実
する。
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